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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コレット内への長い軸を有する長形工具を装填するための工具把持装置であって、工具
をクランプ軸に沿ってそれぞれ別々に締め付けることが可能な一対の工具締め具、および
前記工具把持装置をロボットアームに取付けるための取付け装置を備え、
　前記取付け装置は前記ロボットアームのエンドエフェクタに接続するための基台および
前記基台から前記工具締め具に延出するアームを備え、
　前記工具締め具は、前記取付け装置に対して前記工具締め具に締め付けられる前記長形
工具の前記クランプ軸からオフセットしているが、実質的に平行である軸の周りに自由回
転のために取り付けられ、
　前記工具締め具の回転は、２０～３００マイクロメートルの円弧の範囲内で制限され、
かつ
　前記工具締め具を回転位置から定位置に戻すために戻し機構を更に備え、前記戻し機構
が前記アームに作用するバイアス装置を備え、
　前記バイアス装置は、前記アームの相対する側面に接触係合する一対のスプリングバイ
アスプランジャを備え、それによって前記工具締め具の回転は１つのプランジャをバイア
スに抗して押し下げ、それにより一旦、工具締め具が自由回転になると、前記押し下げら
れたスプリングプランジャは伸びて前記アームの表面を押し、前記工具締め具を回転させ
て定位置に戻す工具把持装置。
【請求項２】
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　前記一対のスプリングバイアスプランジャは、また前記工具締め具の回転量を制限する
請求項１記載の工具把持装置。
【請求項３】
　使用中で、前記一対の工具締め具における一つの工具締め具の回転軸は、前記クランプ
軸に沿って締め付けた時に前記クランプ軸上方に位置される請求項１または２記載の工具
把持装置。
【請求項４】
　使用中で、前記工具締め具の回転軸は、前記クランプ軸の垂直上方にある請求項３記載
の工具把持装置。
【請求項５】
　使用中で、前記工具締め具の回転軸は、前記クランプ軸から水平にオフセットする請求
項３記載の工具把持装置。
【請求項６】
　前記工具締め具の回転軸は、工具締め具が工具を締める位置の前方または後方である請
求項３記載の工具把持装置。
【請求項７】
　前記一対の工具締め具は、それぞれ工具締め具が回転可能である単一の主軸を中心にし
て対称的に配置され、それによって前記主軸は前記クランプ軸に実質的に平行である請求
項１～６いずれか１項記載の工具把持装置。
【請求項８】
　前記工具締め具は、回転のために前記アームに固定される請求項１～７いずれか１項記
載の工具把持装置。
【請求項９】
　前記アームの端は、回転可能なシャフトを備え、かつ前記工具締め具は前記シャフトに
固定され、前記シャフトとともに回転する請求項１～７いずれか１項記載の工具把持装置
。
【請求項１０】
　前記アームの端は、前記アームに固定されるシャフトを備え、かつ前記工具締め具は前
記シャフトの周りに回転可能である請求項１～７いずれか１項記載の工具把持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工具把持装置を提供し、当該工具把持装置は下文に”ロボット把持ヘッド”
として言及され、かつ工具または工具対象物を研磨盤またはフライス盤のコレット内に装
填するために専ら開発される。本発明は、非常に低クリアランスが存在する、工具をコレ
ットに装填するために専らに開発される。
【背景技術】
【０００２】
　本発明に対する背景に関する以下の考察は、本発明の理解を促進することを目的として
いる。しかしながら、当該考察が、参照された何れの構成要素も本出願の優先日時点で公
開、公知または共通する一般的な知識であったとの確認するものでも、認めるものでもな
いと理解されるべきである。
【０００３】
　研磨盤またはフライス盤のコレット内への工具または工具対象物（下文に”工具）”の
装填は、通常、手動操作またはロボット制御操作のいずれかである。より巧妙な研磨盤ま
たはフライス盤はロボット装填を使用し、それは操作員が研磨またはフライスインターフ
ェースおよび研磨およびフライスが生じる範囲内の環境から離れていることによって、操
作員の低減および安全の増加に関して有益さを提示する。ロボット装填の使用は、単一キ
ャビネット内で取り囲むことができる研磨盤またはフライス盤およびロボット装填器の全
てで機械を大きく取り囲むことをなす。キャビネット内での出し入れのための要求は、稀
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であり、操作員が研磨またはフライス相互作用から分離し、かつ装置の動き部分および切
断、研磨またはフライス方法で用いられる潤摩油、発生する煙から保護する、有益さを提
供する。
【０００４】
　工具をロボットによってコレットに装填するために、ロボットアームは口径を測定し、
それによってアームは工具をコレットに挿入するために精密に位置する。一旦、口径を測
定すると、アームが温度または湿度の変化により膨張する、または収縮する例のような、
環境変化がロボットアームの寸法に影響を及ぼさない限り、ロボットは工具を口径測定位
置に連続的に位置する。環境変化もまたコレットの寸法またはコレットが固定される研磨
盤またはフライス盤に影響を及ぼし得る。例えば、妥当な研磨盤またはフライス盤を操作
する範囲内で多くの要素は温度を制御せず、それ故温度は一日の間に変動する。例えば、
それは機械を操作し、朝から昼に温度および／または湿度を増加する範囲内の環境に対し
て一般的であり、かつそのような環境の変化はロボットアームが工具をコレットへの挿入
に向けて位置する精度に影響を及ぼすのに十分である。小さい寸法変化のみでさえ、以下
に説明するように問題になる方法でロボットアームの寸法に影響を及ぼすのに十分である
。精密さの変化は、工具とコレット間の隙間が大きい、配置に必ずしも影響を及ぼさない
が、しかし０から２０マイクロメートルのような非常に低い精密さの変化はコレット内の
工具の妨害のような失敗した装填か、不正確な装填のいずれかをもたらし、後者は不精密
または不適切な装置部品をもたらす。
【０００５】
　例えば、不精密は工具のコレットへの装填において生じ、それによって工具の長い中心
線はコレットの中心線で心合わせ不良になり、工具はコレットの一側面に噛み込み、曲が
る傾向になる。これは、工具の装填に対してコレットの中心線と正確に位置合わせされな
いにも拘わらず、ロボットアームが工具を装填するために口径の測定をする位置で工具を
コレットに強いる理由である。コレットおよびロボットアームの剛性は、位置合わせ位置
内への工具の運動に対して少しも見込みがなく、それによって工具はコレット内の僅かな
角度、またはコレットに強いられるような曲げ、または両方で装填されることを提供する
。心合わせ不良が本当に小さくできる理由で、それは容易に検出可能ではなく、かつしば
しば、工具が機械で作られることのみ、明らかになる。もし、不精密が幾時間にわたって
発見されないならば、多くの工具は不精密に機械加工され、十分な浪費時間および材料を
もたらす。
【０００６】
　心合わせ不良のより重要な条件において、工具はコレットの開口から完全に偏って装填
するために位置され、それによって工具がロボットアームによって前進してコレット開口
に挿入されるとき、前記工具先端はコレット開口の周りのコレット面に噛合うが、開口に
入らない。もし、これが起こると、作業員にとって再度の口径測定が要求されることが明
らかである。
【０００７】
　一旦、ロボットアームが位置合わせを外れると、装填されるすべての工具は不精密に装
填されることを認める。位置合せ不良の程度のみが変化するかもしれない。従って、それ
はアームの口径測定が時々刻々生じる、特に十分な温度および／または湿度の変化が一日
にわたって生じる、ために要求される、および機械に対する平均故障時間、機械との相互
作用の増大する作業員である、場合である。また、再度の口径測定が要求される場合、検
査能力がない。従って、再度の口径測定は、機械操作員が決める、または予め決まったス
ケジュール、または工具が正確に装填されない、もしくは不正確に機械で加工されること
が明らかに現れるとき、に生じる。
【０００８】
　切削またはフライスのために工具をコレットに装填するためのセットされるロボットア
ームは、平面内に引込める、または延出する傾向があり、当該平面はコレットの軸に概ね
垂直である。そのようなロボットアームは、通常、ある角度または垂直よりむしろ一般的
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に水平に延び、または引込むようにセットされる。水平方向に作動する、そのようなアー
ムは小さい運動または垂直方向に“追従”を有する傾向にあるが、水平方向に非常に硬く
、それゆえ水平方向への運動または追従に欠ける。従って、コレットに装填するための工
具の配置の不精密は、ロボットアームの許容運動または追従による垂直方向に適応するべ
き傾向にあるが、水平方向でのそのような適応はない。前述したそのようなアームにおい
て、工具がコレットの開口から偏って装填するために位置されるので、コレット内への工
具の誤配置および後の不精密に機械で加工すること、装填の完全な欠陥をもたらす水平方
向の追従に欠ける。
【０００９】
　これに対し、もし、ロボットアームが一般的に垂直に延出、引込むようにセットされて
いたら、利用できる追従は水平方向であり、垂直方向ではない。実際には、利用できる追
従はロボットアームが延出、引込む方向に一般的に垂直である方向であり、かつ追従のた
めの必要はロボットアームが延出、引込む方向である。
【００１０】
　出願人は、それ故、ロボットアームに取付けることができ、かつロボットアームが延出
、引込む方向に追従を供する工具把持部の開発が望まれていることを認めている。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、コレット内への長い軸を有する長形工具を装填するための工具把持装置を提
供し、当該工具把持装置はクランプ軸に沿って工具を締め付けるための工具締付把持部、
および把持装置をロボットアームに取付けるための取付け装置を備え、工具締付把持部は
取付け装置に対して自由回転のために取り付けられる。
【００１２】
　前記種類の工具把持装置は、円弧を通して工具締付把持部の回転運動によって水平方向
で追従のために有益に提供することができ、前記円弧は少なくとも部分的に水平でクラン
プ軸に沿う工具締付把持部によって締め付けられる工具を移す。クランプ軸は、工具がコ
レットへの挿入のための締め付けに従う軸である。そのような工具把持装置は、他の方向
、例えば垂直方向で追従を供するために配置することができ、同じ手法で工具締付把持部
の回転に使用するが、本発明が水平方向に延出、引込み関連する多くのロボットアームを
与え、さらに本発明の説明は水平方向の追従に関連させ得る。
【００１３】
　円弧を通す工具締付把持部の回転運動は、両方の水平および垂直を発生し得る。しかし
ながら、垂直動作は、殆ど無視でき、かついずれにしても垂直方向でのロボットアームの
固有な追従を与える問題にならない。回転中の工具締付把持部の弓形動作を通して発生さ
れる締め付け工具のいくつかの垂直動作はロボットアームでの追従運動を通して適合する
か、または修正することができる。水平方向運動は、その方向でロボットアームに剛性を
与えるロボットアームでの追従運動によって修正できない。従って、工具締付把持部によ
って締め付けられる工具は、コレットの開口に対する工具の心合わせ不良に適応するため
に水平方向に移すことができ、かつ工具はその後、妨害または誤充填せずにコレットに挿
入できる。
【００１４】
　工具締付把持部の弓形運動は、非常に小さく、かつ工具の相対位置の心合わせ不良およ
び最大で約３００マイクロメートルまでの位数でコレット開口を修正することを意図する
ことを気付くべきである。これは、朝から午後までのような期間に亘って製造設備で十分
な熱膨張がある環境で生じる最大心合わせ不良に関する。しかしながら、本発明が非常に
小さい量の心合わせ不良のオーダーに修正することが要求される殆どの状況を見込む。
【００１５】
　工具締付把持部の回転は、自由または拘束がなく、それによって締付把持部はコレット
への工具のそれぞれの装填のために必要範囲で回転できる。工具締付把持部は、僅かまた
は抵抗のない回転であり、かつ回転が急速に、修正すべき心合わせ不良のために要求され
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る範囲に生じるように、好ましく、容易に回転する。自由回転は、工具締付把持部が駆動
もしくはその逆の制御なしで回転可能であることを単純に意味する。
【００１６】
　ロボットアーム内の熱膨張または収縮が生じるので、要求される回転量は変化し、かつ
自由回転が工具締付把持部の要求量に回転することをなす。回転の許容弓形角度は、制限
でき、かつ本発明のいくつかの形態において、機械的止め具は最大許容回転を制限するた
めに円弧のそれぞれの端で形成される。本発明のいくつかの形態において、回転の最大円
弧は約１００マイクロメートルの位数であるが、３００マイクロメートルまたは０．５ｍ
ｍ以下のようなそれ以上またはそれ以下の回転も許容できる。最大許容回転を制限する止
め具の使用は、有益であることを意味し、本発明の工具把持装置は追従を予め決められた
レベルにのみ提供し、かついくつかの事情で心合わせ不良を修正すことを続けられず、こ
こで心合わせ不良は口径測定が保障されるべき点に対して過剰である。
【００１７】
　工具締付把持部がクランプ軸に対して回転する周りの軸は、工具把持装置の操作位置の
クランプ軸上方に位置することが好ましい。さらに、工具締付把持部は長い工具のクラン
プ軸からオフセットしているが、実質的に平行である軸の周りの取付け装置に対して好ま
しくは自由回転で取り付けられ、長い工具は工具締付把持部で締め付けられる。すなわち
、ロボットアームに据え付けられる工具把持装置について、必要に応じて、工具締付把持
部のそれぞれの軸およびクランプ軸は実質的に平行であるが、垂直に並んでいない。
【００１８】
　前記装置の有益さは、クランプ軸がロボットアームの熱膨張または収縮によってその初
期口径測定位置から離れて動くので、軸はクランプ軸で締め付けられる工具が挿入される
、コレットの軸に平行に維持されないことである。
【００１９】
　工具締付把持部のそれぞれの軸およびクランプ軸が実質的に平行に維持する範囲は、本
発明が置かれる適用に依存する。本発明の幾つかの形態が操作することを意図する極度の
精密さを挙げれば、それぞれの軸は常に絶対的に平行であるマイクロメートル内であるべ
きであるが、コレット開口および工具のそれぞれの軸間の許容誤差が増加するので、より
大きな逸脱は特に許容できる。本発明の１つの形態において、心合わせ不良の量は５０ｍ
ｍの長さに亘って測定される２０マイクロメートルとして測定される。これは、０．０２
３°の心合わせ不良に等しい。
【００２０】
　工具締付把持部の回転軸が好ましくは前記クランプ軸であることを規定することにおい
て、それぞれの軸の垂直位置合わせが可能であり、一方でそれは要求されないことを気が
付くべきである。むしろ、工具締付把持部の回転軸はクランプ軸から水平にオフセットさ
せることができ、同様にクランプ軸の上方にあることができ、それぞれの軸が実質的に平
行のままであることが好ましい。
【００２１】
　工具締付把持部の軸とクランプ軸の間の前述したオフセット関係は、軸を適切な距離離
す、および軸が実質的に平行に維持する優先にゆだねる幾つかの方向で離れるようにでき
る。そのような装置によって、それぞれの軸間の相対的な回転は弓形の動作を造り、工具
をコレットに装填するための幾つかの水平追従を提供する。最も多くの場合において、本
発明の工具把持装置が使用されるための装置の寸法は工具把持装置の寸法、従って工具お
よび工具締付把持部のそれぞれの軸間の許容オフセット距離を要求する。しかしながら、
クランプ軸が回転することを通しての回転弧の半径は増加するので、追従方向における工
具の運動はより平坦になるであろう。本発明に係る工具把持装置の第１のプロトタイプは
約８０ｍｍの半径，約１００マイクロメートルの円弧を有し、そのプロットタイプにおい
て、運動の垂直成分は無視でき、かつロボットアームの垂直追従を通して容易に調節した
。
【００２２】
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　工具締め具の回転軸がクランプ軸上方であることが好ましいのにも拘わらず、工具締め
具の回転軸がクランプ軸下方である本発明の範囲内であることを気が付くべきである。さ
らに、工具締め具が回転する物理的位置は、工具締め具が工具を締めつける物理的位置の
前方または後方、または工具締め具と非平面であり得る。従って、それぞれの軸の物理的
位置は正確ではない。前述したように、本発明の１つの形態において、工具締付把持部は
約１００マイクロメートルの円弧を通して回転のために取付けられる。しかしながら、円
弧はこれより小さく、または大きくできる。弓形運動を促進するために、工具締付把持部
は回転するシャフトに固定することができ、または工具締付把持部はシャフトに相対的に
回転するために取付けでき、それによりシャフトは固定されるか、または静止する。一つ
の形態において、工具締付把持部はシャフトが延出する開口を備え、かつ工具締め具はシ
ャフトの周りを回転する。ブッシュは、開口に挿入され、かつシャフトはブッシュに挿入
できる。シャフトと開口またはブッシュとの嵌合は、密着嵌合であるが、なおシャフトに
対する工具締付把持部の自由回転を許容する。嵌合は、工具締付把持部とコレット開口の
間の角度誤差を最小にするために運転中の遊びを最小にすべきである。本発明の１つの形
態において、嵌合は関連したＩＳＯ２８６－１：２０１０規格に規定されるＧ６／ｇ６嵌
合にすることができる。注油は、シャフトの工具締付把持部の無制限の回転を保証するた
めに使用される。
【００２３】
　工具締付把持部の開口は、工具締付把持部のいくつかの適切な部分に形成でき、かつ工
具を締付けるであろう、およびクランプ軸を形成する把持指から間隔をあけられる。前に
示したように、本発明の一つの形態における間隔は約８０ｍｍである。この間隔は、半径
を工具締付把持部が回転する周りに規定する。
【００２４】
　把持指は、空気圧で、油圧でまたは電気的に操作できる。把持指は、本発明のいくつか
の形態において、例えば成形軸受表面、Ｖ形で、移動可能な締付部材を備える。クランプ
部材は、軸受表面に対して移動でき、工具を締めつけるか、または取り外す。運動は、典
型的に前進および軸受表面から離れる直線運動であり、かつ締付部材は機械加工される工
具種を正確に締め付けるために構成されるそれぞれの軸受表面で、成形軸受表面もまた通
常含む。
【００２５】
　工具締付把持部は、知られており、かつ種々の型式および様式が存在する。本発明は、
本発明によって提供される追従から利益を得ることができる工具締付把持部の異なる型式
および様式を持つ使用に対して意図する。本発明は、複数工具締め具を含む把持装置、加
えて単一工具締付把持部を含む把持装置にも及ぶ。従って、把持装置は、それぞれの工具
締付把持部が回転可能である単一の主軸を中心にして例えば対称的に配置できる、一対の
工具締付把持部を含むことができる。主軸は、工具締付把持部のクランプ軸に好ましくは
実質的に平行である軸で、この装置において毎回、長形工具は一対の工具締付把持部の一
つで締め付けられ、工具の軸は主軸に実質的に平行である。
【００２６】
　一対の工具締付把持部を含む工具把持装置の利益は、一つの工具が第１の工具締付把持
部によってコレットに装填されること、別の工具は装填可能な第２の工具締付把持部によ
って締め付けできる。第１の工具締付把持部の工具は、コレット内に装填されるので、第
２の工具締付把持部は第１の工具締付把持部の工具の機械加工の完了時に装填可能な新し
い工具をコレット内に締め付けできる。一旦、第１の工具締付把持部の工具が機械加工さ
れるならば、第１の工具締付把持部は工具を再び締め付け、コレットからそれを取り除き
、それから把持装置は第２の工具締付把持部内で既に締め付けられた工具をコレット内の
装填位置に運ぶために回転でき、第１の工具締付把持部は機械加工された工具を取り外す
ことができる。第１の工具締付把持部は、それからさらに工具を機械加工するために締め
付けることができ、再び、第２の工具締付把持部の工具は機械加工され、かつコレットか
ら取り除かれる。この方法は、機械加工されるべき多くの工具に対して繰り返すことがで
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きる。
【００２７】
　１つまたは２つの工具締付把持部を有する工具把持装置はもっとも一般的な形態の工具
把持装置であると期待されながら、本発明は３つ以上の工具締付把持部を含む工具把持装
置に及ぶ、ことを評価すべきである。
【００２８】
　本発明の工具把持装置は、幾つかの適切な手法でロボットアームに接続できる。従って
、いくつかの適切な相互作用は採用できる。ロボットアームは、“エンドエフェクタ"と
して産業で知られ、当該エンドエフェクタは工具機械加工のための工具把持装置が通常、
接続される、ロボットアームの一部である。本発明は、把持装置がエンドエフェクタおよ
びアームまたはシャフト、取付けブロック、他の部材または基台から工具締め具に延びる
部品に接続される基台を含むという理由で、エンドエフェクタに接続されることを意図す
る。工具締付把持部は、回転のためにアーム、シャフト、取付けブロック、他の部材また
は部品（この後”アーム”と称すが、如何なるシャフト、取付けブロック、他の部材また
は部品も取り込む）に固定される。例えば、アームの端部は回転可能であるアームを含む
ことができ、かつ工具締付把持部はシャフトとともに回転するためにシャフトに固定でき
、またはシャフトはアームに固定でき、かつ工具締付把持部はシャフトに対するか、また
は周りに回転できる。
【００２９】
　２つの工具締付把持部は、使用でき、前記装置に関連し、かつシャフトが２つの工具締
付把持部の、各端部上の１つに支持できることを以前に述べた。工具締付把持部とシャフ
トの間の接続は、全く同じにできる。
【００３０】
　本発明の工具把持装置は、工具締付把持部が予め決められた位置である、定位置または
操作位置に工具締付把持部を戻す復帰機構を備えることができる。その機構は、工具締付
把持部の自由または無制限の回転を取らない限り、いくつかの適切な形態を有することが
できる。１つの形態において、復帰機構はバイアス装置を含み、当該装置はロボットアー
ムのエンドエフェクタと工具締付把持部の間に延びるアームに作用する。この装置におい
て、工具締付把持部は定位置からアームに対して回転可能であり、かつ復帰機構は工具締
付把持部がコレットへの工具の挿入に対する適合を供する適切な弧を通して回転された後
の位置に向ける、アームとの相互作用によって工具締付把持部を戻すために操作可能であ
る。
【００３１】
　１つの適切なバイアス装置は、係合する、好ましくはアームの相対する側面に接触係合
する一対のスプリングバイアスプランジャを含み、それによって工具締付把持部の回転は
１つのプランジャをバイアスに抗して押し下げ、それにより一旦、工具がコレット内に装
填され、それ故工具締付把持部から外されると、工具締付把持部は自由回転になり、押し
下げられたスプリングプランジャは伸びてアームの表面を押し、工具締め具を回転させて
定位置に戻す。
【００３２】
　一対のスプリングバイアスプランジャの使用は、工具締め具が工具をコレットに装填す
るために回転する方向にも拘わらず、戻り運動をなし、なぜならば工具を装填するための
工具締め具の回転するための時計回り回転がスプリングバイアスプランジャの１つによっ
て戻すことができ、かつ反時計回り運動がもう一つのプランジャによって戻すことができ
るからである。また、一対のプランジャは一緒に作動し、それによって各プランジャが工
具締め具の定位置に十分に延出する場合、それらは定位置内の工具締付把持部を維持する
ことを意図するアームに軽軸受荷重を加え、それにより工具締付把持部は新しい工具を締
めつけるために正確に位置される。
【００３３】
　スプリングバイアスプランジャは、工具締付把持部が定位置である時にアームに軽軸受
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荷重のみを加えるために準備されるように前述される。これは、プランジャが工具締付把
持部の抵抗回転を有する影響を最小にするので、好ましい。従って、工具締付把持部はス
プリングバイアスプランジャの抵抗にも拘わらず容易に回転でき、かつ締付工具をコレッ
トへの挿入のために適切に並べることができる。アーム上に及ぼすプランジャのバイアス
影響は、いくつかの適切な力であるにも拘らず、本発明のある装置において、軽軸受荷重
より大きい荷重を加えることができる。本発明の１つの形態において、プランジャは押圧
され、かつ工具締付把持部は心合わせ不良位置でのコレット開口内への工具の装填の間に
、１ｋｇ荷重を発生する工具およびコレットを回転する。本発明のこの形態において、ス
プリングプランジャのスプリングは約３５．３Ｎに予め装填され、かつバネ係数は約２Ｎ
／ｍｍである。予荷重は、スプリングバイアスプランジャが、予荷重が工具とコレット間
で発生される荷重によって上回るまで、定位置で工具締付把持部の重量を保持するように
提供される。これらの形態は、当該要因は工具締付把持部の重量および回転位置からグリ
ッパ容量の中心への工具締付把持部の回転の間に発生する運動を含む種々の要因に依存す
る。
【００３４】
　エンドエフェクタと把持装置の間の接続のために前に言及されるアームは異なる形態に
できることを正当に評価すべきである。工具締め具は、例えばエンドエフェクタに直接的
に接続することができたか、またはそれはエンドエフェクタにスペーサ、定着剤、または
ブランケットのような代替装置によって接続することができた。
【００３５】
　本発明をより十分に理解できるように、幾つかの実施形態は図面を参照して説明される
。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】ロボットアームが取り付けられ、かつコレットの前方に位置される工具把持装置
の等角投影図である。
【図２】図１の工具把持装置の端面図である。
【図３】図１の工具把持装置の上面図である。
【図４】前の図面の工具把持装置の部分切欠図である。
【図５】前の図面の工具把持装置の等角投影図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１～図３は、工具を研磨盤またはフライス盤のコレットに装填するための位置におけ
る本発明を図示する。図１は、従ってエンドエフェクタ１１を有し、反対に工具把持装置
またはロボットグリッパヘッド２０の基台１２が取付けられるロボットアーム１０を示す
、工具把持装置２０は、一対の工具締付把持部２１を備え、工具締付把持部はそれぞれ工
具２４を締め付けるための一対の締付指２２，２３（図４参照）を備え、かつ工具把持装
置２０はエンドエフェクタ１１にシャフトまたはアーム２５を経由して取付けられる。
【００３８】
　工具締付把持部２１は、標準形であり、かつそれらの操作は当業者に知られている。従
って、工具締付把持部２１が工具を締め付けるために操作する手法は、ここではさらに説
明しない。工具把持部は本体２７に対する回転のために本体２７に取付けられる。アーム
２５は、本体２７に延出し、かつ本体を固定する。
【００３９】
　工具締付把持部２１の１つは、工具２４を締め付けることを示され、かつ工具２４が装
填されるべきコレット２６の前方に位置される。コレット２６は、工具の受け入れのため
の中心開口および工具の周りを締め付ける締付装置を備え、それによって工具は機械加工
するためにコレットによって保持できる。再び、コレットが工具を受け入れかる締め付け
る手法は、当業者に知られ、それ故、ここでは再び詳細を説明しない。
【００４０】
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　非常に高精度の研磨またはフライス盤において、コレットが工具を締め付ける前である
が、工具が穴に挿入されるとき、工具の外側表面とコレットの穴の間の余裕がしばしば非
常に小さくかつ０～２０マイクロメートルのオーダーであるので、工具の位置はコレット
への装填のために非常に正確である必要がある。従って、工具軸と穴の心合わせ不良は穴
の範囲内、すなわちある角度で、不正確に取付けられる工具をもたらすか、またはそれは
穴内に強いるので、曲げられるべき工具をもたらす。
【００４１】
　前述したように、環境要因は工具把持部２１による工具の位置に影響でき、それによっ
て工具の長い軸はコレット穴の軸と正確に位置合わせされない。これが生じる場合、工具
がコレット穴に強いられるので、コレット穴内への工具２４の挿入は偏って、かつ工具を
曲げて工具およびコレットの軸に沿って生じる。もし、十分な軸の心合わせ不良であるな
らば、工具は妨害できる。これにも拘わらず、もし工具が装填できるならば、ある角度で
時々装填でき、不正確な機械加工をもたらす。
【００４２】
　工具のコレット内への装填が前述のように困難になるが、同様な困難さは工具がコレッ
トから取り出す時に経験することを理解する必要がある。これらの状況において、コレッ
ト２６によって保持される工具２４を持つ工具締付把持部２１の心合わせ不良は工具締付
把持部２１内である角度にて締め付けられる工具をもたらすことができ、工具締付把持部
２１は工具２４をコレット２６からの取り除きを妨害し、かつ工具２４を曲げるか、また
は工具２４を妨害することをもたらす。これは、ほかの適切に機械仕上げし、正確に形成
する工具を害する。従って、工具軸と穴軸の適切な位置合わせは装填および工具をコレッ
トから取り出すために要求される。
【００４３】
　図１～図３において、工具２４はクランプ指２２および２３に締め付けて示される。工
具２４は、工具締付把持部２１のクランプ軸ＣＡ（図３参照）に沿うこの位置で締め付け
られる。工具の軸は、従って工具は工具締付把持部で締め付けられるときにクランプ軸Ｃ
Ａである。示される位置において、工具２４は完全にコレット２６の穴軸ＣＢと位置合わ
せされ、当該コレット２６の穴は図１または図２に現わすことができない。しかしながら
、もし、工具の軸ＣＡとコレット穴の軸ＣＢ間に心合わせ不良があったならば、ロボット
アーム１０の柔軟性または追従は示される垂直またはＺ軸（図２参照）の工具２４の運動
のためになされるが、水平またはＹ軸でのロボットアームの剛性の理由で、その方向での
心合わせ不良の修正（又は心合わせ不良の不十分な修正）に対する追従である。本発明は
、それ故、Ｙ軸での追従に対して受け入れるために開発され、それによって工具の長い軸
ＣＡとコレット２６の穴の軸ＣＢ間の僅かな心合わせ不良が存在する場合、工具２４の僅
かな運動は位置合わせを可能にするか、または位置合わせを改善し、それによって工具２
４はコレット穴に正確に装填でき、かつ工具が機械加工された後に、正確に取り出すこと
ができる。
【００４４】
　図４は、ロボットアーム１０およびコレット２６を示さない、図１～図３の工具把持装
置の側面断面図である。図４は、また工具締付把持部２１のクランプ指２２および２３間
に締め付けられた工具２４を示す。図４は、また把持装置２０の部品を示し、当該把持装
置２０は図５との関連でより詳細に説明され、かつシャフト３０を備える。シャフト３０
は、工具２４の直上で、同じ中心線に沿って位置され、かつそれは工具締付把持部２１が
Ｙ軸に追従運動のために回転するシャフト３０の周りである。従って、シャフト３０およ
び工具２４のそれぞれの軸は実質的に平行である。図４は、必要であれば工具２４に利用
できる追従の方向を示す矢印Ａをさらに示す。
【００４５】
　さて、図４に示される工具締付把持部２１である、工具締付把持部２１の１つを参照に
おいて、これはＹ軸で追従運動のためにシャフト３０の周りに回転するために取付けられ
る。工具締付把持部２１は、それ故、矢印Ａによって示される方向でシャフト３０の周り
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の浅いアーク（shallow ark）を通して自由に回転できる。矢印Ａが直線運動を示しても
、工具の実際の運動は運動が軸の周りである所望の弓形である。その回転運動は、図２に
概略するようにＹ軸に追従を供する。従って、工具２４はコレット２６の穴への挿入のた
めにロボットアーム１０によって動作される。しかしながら、軸ＣＡおよびＣＢ間の心合
わせ不良について、工具２４の先端は穴の適切な調整の位置から僅かに偏った位置であろ
う。工具２４の先端は、それ故、コレットの先端表面に対して噛合ってもよい。Ｙ軸での
追従にならなかった剛性装置に関し、これは工具がある角度で穴内に不正確に取付けられ
るか、それが工具を穴内に強いることによって工具を曲げることを意味する。
【００４６】
　しかしながら、シャフト３０に対して自由回転のために工具締付把持部２１を取付ける
ことによって、工具締付把持部２１は軸ＣＡが軸ＣＢの調整のため、または少なくとも位
置合わせに近接するために動くようにＹ軸に移動でき、それによって工具２４は障害がな
く、かつ心合わせ不良がなくコレットに挿入できる。自由回転は、迅速であり、程度は挿
入のために工具を適切に位置合わせすることを要求され、かつ操作員入力を必要にしない
判断力で自動である。運動量は、存在される心合わせ不良の量に有効に誂える。機構も簡
単であり、ここで概略される心合わせ不良の問題を首尾よく、かつ複雑な機構または複雑
な制御装置を必要とせずに対処する。
【００４７】
　図５を参照すると、図１～４の工具把持装置２０は、工具が把持されておらず、分離さ
れて図５に示されている。図５から明白である通り、工具把持装置２０は、一対の工具締
付把持部２１を含み、それらはアーム２５の何れかの側に取り付けられている。
【００４８】
　図４のシャフト３０は図５では破線で示されており、示されている通り、シャフトは通
常は視野からは隠れ、一方の工具締付把持部２１から他方へと延びているところが示され
ている。実際には、シャフト３０は、工具締付把持部２１内へと伸び、工具締付把持部２
１のそれぞれが、軸受け筒３１を含み、それはシャフト３０の各末端周囲に位置する。シ
ャフト３０は、アーム２５の先端を通り抜けて伸び、アーム２５に対して固定されている
。工具締付把持部２１のそれぞれおよびそれらの各軸受け筒３１は、Ｙ軸での追従に必要
とされる場合には、シャフト３０に対して回転する。
【００４９】
　Ｙ軸での追従に必要とされる回転量は非常に小さく、ミクロンオーダーであることが、
理解されるであろう。配置のずれの最大値は、約３００ミクロンのオーダーであり得る。
本発明の特徴は、工具締付把持部２１の何れかの回転の最大量を制限する能力である。図
４を参照すると、一対のスプリングバイアスプランジャ３５および３６は、アーム２５の
外面で作動し、アーム２５と工具締付把持部２１との間で軽いバイアス負荷を働かせる。
図４および５において、スプリングプランジャ３６の一端３７が見えており、ナット３８
によって所定の位置に固定されている。
【００５０】
　図４は、工具締付把持部２１が、シャフト３０に対して回転していない定位置内での位
置にあるスプリングプランジャを示す。理解されるであろう通り、図４の工具締付把持部
２１が時計回りの方向に回転することが必要とされ、Ｙ軸での追従が提供されたときには
、下側プランジャ３６はプランジャ内部でスプリングバイアス（スプリング）に逆らって
押し下げられる。工具締付把持部２１の回転は、コレット２６の穴への工具の適切な装填
を可能にし、装填が完了すると直ぐに、工具把持部２１は、工具を解除し、コレットから
離れたところに待避し、工具と関係のある研磨またはフライス加工が行われることを可能
にする。更に、工具を解除すると、工具締付把持部２１は、反時計回り方向で自由に回転
し、プランジャ３６によって適用されたバイアス荷重の作用下で定位置に戻る。工具締付
把持部２１が定位置に一旦戻ると、プランジャ３５および３６の両方が、アーム２５の表
面に対して軽い荷重のみを与える。定位置を定めることは、工具締付把持部２１にとって
、工具がコレット２６の穴に装填された後に、新たな工具を固定するために適切に位置付
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けられるために有利である。
【００５１】
　上述の通り、同じプロセスが、Ｙ軸での追従に対して適用され、そこにおいて、工具締
付把持部２１は、工具の装填および取出しのために反時計回り方向での回転を必要とされ
、そのために、その動作は、プランジャ３５のスプリングバイアスに逆らってスプリング
バイアスプランジャ３５のプランジャの押し下げを引き起こす。その状態では、工具締付
把持部２１を定位置に戻すのはプランジャ３５であるが、定位置においては、それぞれの
プランジャ３５および３６が同時に動作し、軽い荷重を加えて、定位置に工具クランプを
維持する。
【００５２】
　図５に例示された装置は、一対の工具把持部２１を備える装置を示す。本発明はまた、
単一の工具把持部のみを備える装置、または二つ以上の把持部を備える装置にまで及ぶと
理解されるべきである。
【００５３】
　更にスプリングプランジャ装置の特徴は、それがまた工具締付把持部が提供できる回転
量を制限することである。各スプリングプランジャ３５および３６は、プランジャ押し下
げ最大量を有し、一旦最大に到達すると、それは工具締付把持部２１のそれ以上の如何な
る回転も許さないであろう。しかしながら、他の形態の装置が使用されて、工具締付把持
部の回転に同様の制限を達成してもよいことが理解されるであろう。
【００５４】
　工具締付把持部２１は、止めネジ３９によって非常に単純な様式でアーム２５に対して
固定される。ネジ３９は、シャフト３０を通り抜けてアーム２５の対向端内へと伸び、ひ
いてはシャフト３０を回転に対してロックし、アーム２５に対して所定の位置に工具締付
把持部を固定する。
【００５５】
　上述したような追従運動を提供する以外に、工具締付把持部２１は、それらが標準的な
別の方法で作動する通常の方法で作動することが、言及されるべきである。従って、追従
の条件は、工具締付把持部２１が締め付ける方法またはそれらが与える締め付け力に影響
しない。
【００５６】
　また、締付指２２および２３をそれぞれ有する工具締付把持部２１を備えるように図示
されてきた工具把持装置２０は、本発明と共に使用され得る工具把持装置の単なる一つの
形態であると理解されるべきである。結局のところ、把持部がＹ軸での追従を可能にする
回転ために取り付けられているならば、工具締め具または工具把持部の形態は重要ではな
い。
【００５７】
　また、図示された装置において重要であることは、工具把持部２１が周囲を回転する軸
（シャフト３０の軸）が、把持指２２および２３により締め付けられる工具の軸（軸ＣＡ
）に対してオフセット形態であるが、実質的には平行であることである。前述の考察から
明白であるように、その様式でクランプされる工具の軸は、本発明の把持装置のクランプ
軸である。それぞれの軸は一般に平行であり、かつオフセットである。
【００５８】
　また図面から明白であるように、シャフト３０周囲の回転の軸および上述で考察された
クランプ軸は、一般にまたは実質的にはＹ方向での追従の方向に対して垂直である。これ
は、上述で考察された軸回転の配置およびクランプ軸の結果として続いて起こる。
【００５９】
　ここで述べられた本発明は、変化、変更および／または特に記述された以外のものの付
加を受け入れる余地があり、本発明は、全てのそのような変化、変更および／または付加
を含み、それらは本開示の精神と範囲の範囲内に入ると理解されるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
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　［１］コレット内への長い軸を有する長形工具を装填するための工具把持装置であって
、工具をクランプ軸に沿って締め付けるための工具締め具、および前記把持装置をロボッ
トアームに取付けるための取付け装置を備え、前記工具締め具は前記取付け装置に対して
自由回転のために取り付けられる工具把持装置。
　［２］前記工具締め具の回転は、２０～３００マイクロメートルの円弧の範囲内で制限
される［１］の工具把持装置。
　［３］前記工具締め具の回転は、回転円弧のそれぞれの端で形成される機械的止め具に
よって制限される［２］の工具把持装置。
　［４］前記工具締め具の回転軸は、前記工具把持装置の操作位置内の前記クランプ軸上
に位置される［１］ないし［３］いずれかの工具把持装置。
　［５］前記工具締め具の回転軸は、前記工具把持装置の操作位置内の前記クランプ軸上
に垂直にある［４］の工具把持装置。
　［６］前記工具締め具の回転軸は、前記クランプ軸から水平に偏る［４］の工具把持装
置。
　［７］前記工具締め具は、軸の周りに前記取付け装置に対して自由回転のために取付け
られ、当該軸は偏っているが、前記工具締め具で締め付けられる長形工具のクランプ軸に
実質的水平である［１］ないし［６］いずれかの工具把持装置。
　［８］前記工具締め具の回転軸は、工具締め具が工具を締めた時に前方または後方の位
置である［１］ないし［７］いずれかの工具把持装置。
　［９］前記工具締め具は、回転するシャフトに固定され、かつ前記シャフトとともに回
転可能である［１］ないし［８］いずれかの工具把持装置。
　［１０］前記工具締め具は、シャフトに回転可能に取付けられる［１］ないし［８］い
ずれかの工具把持装置。
　［１１］前記把持装置は、一対の締め具を備える［１］ないし［１０］いずれかの工具
把持装置。
　［１２］前記一対の工具締め具は、回転可能であるそれぞれの工具締め具の周りの単一
の主軸の周りに対称的に配置され、それによって前記主軸は前記クランプ軸と実質的に平
行である［１１］の工具把持装置。
　［１３］前記把持装置は、３つ以上の工具締め具を備える［１１］の工具把持装置。
　［１４］エンドエフェクタに接続するための基台を備える［１］ないし［１３］いずれ
かの工具把持装置。
　［１５］前記基台から前記工具締め具に延出するアームを備える［１４］の工具把持装
置。
　［１６］前記工具締め具は、回転のために前記アームに固定される［１５］の工具把持
装置。
　［１７］前記アームの端は、回転可能なシャフトを備え、かつ前記工具締め具は前記シ
ャフトに固定され、前記シャフトとともに回転する［１６］の工具把持装置。
　［１８］前記アームの端は、前記アームに固定されるシャフトを備え、かつ前記工具締
め具は前記シャフトの周りに回転可能である［１７］の工具把持装置。
　［１９］前記工具締め具を回転位置から定位置に戻すために戻し機構を備える［１］な
いし［１８］いずれかの工具把持装置。
　［２０］［１５］ないし［１８］いずれかに従属される場合、前記戻し機構は前記アー
ムを動作させるバイアス装置を備える［１９］の工具把持装置。
　［２１］前記バイアス装置は、前記アームの反対側と噛合う一対のスプリングバイアス
プランジャを備え、それによって前記工具締め具の回転がバイアスに対して１つのプラン
ジャを押し下げ、それにより一旦、工具が自由回転になると、前記押し下げられたスプリ
ングプランジャを延出し、前記アームの表面に対して押し、そして前記工具締め具を回転
させて定位置に戻す［２０］の工具把持装置。
　［２２］それぞれのプランジャは前記工具締め具の定位置で十分に延出して前記アーム
に軸受荷重を加える［２１］の工具把持装置。
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　［２３］前記アームに加えられる前記軸受荷重は、軽軸受荷重である［２２］の工具把
持装置。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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